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(57)【要約】
　本内視鏡用キャップは、キャップ本体と、装着部と、
前記キャップ本体の先端部における前記キャップ本体の
周方向に、押圧領域と、押圧領域に外力が加わることに
起因して弾性変形する一対の第一変形部と、前記一対の
第一変形部を挟んで前記押圧領域の反対側に位置する非
押圧領域と、を備え、押圧領域は、前記非押圧領域より
も剛性が高く、前記キャップ本体は、前記押圧領域に対
して前記外力が加わることに伴い、前記一対の第一変形
部が前記キャップ本体の径方向外側に離間するように弾
性変形し、前記押圧領域と前記非押圧領域とが近接して
前記キャップ本体の前記先端の開口面積が狭くなるよう
に弾性変形する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
先端及び基端が開口し、前記先端から前記基端まで連通する筒形状を有するキャップ本体
と、
　前記キャップ本体の前記基端を内視鏡の挿入部の先端に装着させる装着部と、
　前記キャップ本体の先端部における前記キャップ本体の周方向の一部の領域であって、
生体組織に対して押圧されることで外力が加わる押圧領域と、
　前記キャップ本体の前記先端部の周方向において前記押圧領域を挟み、前記押圧領域に
外力が加わることに起因して、互いに離間するように弾性変形する一対の第一変形部と、
　前記キャップ本体の前記周方向において前記一対の第一変形部を挟んで前記押圧領域の
反対側に位置する非押圧領域と、
　を備え、
　前記押圧領域は、前記一対の第一変形部を境界として、前記非押圧領域よりも剛性が高
く、
　前記キャップ本体は、前記押圧領域に対して前記外力が加わることに伴い、前記一対の
第一変形部が互いに離間するように弾性変形し、前記押圧領域と前記非押圧領域とが近接
して前記キャップ本体の前記先端の開口面積が狭くなるように弾性変形する内視鏡用キャ
ップ。
【請求項２】
　前記キャップ本体は、前記一対の第一変形部を境界として前記押圧領域と前記非押圧領
域とが剛性が異なる材料で形成され、
　前記押圧領域は、前記非押圧領域より剛性が高い材料で形成されている請求項１に記載
の内視鏡用キャップ。
【請求項３】
　前記キャップ本体は、前記一対の第一変形部を境界として、前記押圧領域と前記非押圧
領域とが異なる厚さとなるように形成され、
　前記押圧領域の厚さが、前記非押圧領域の厚さより厚い請求項１に記載の内視鏡用キャ
ップ。
【請求項４】
　前記キャップ本体の前記一対の第一変形部は、厚さが薄くなるように凹部が形成されて
いる請求項１または請求項２に記載の内視鏡用キャップ。
【請求項５】
　前記一対の第一変形部のうちの少なくとも前記キャップ本体の前記先端部は、前記キャ
ップ本体の他の領域よりも剛性が低い材料で形成されている請求項１または請求項２に記
載の内視鏡用キャップ。
【請求項６】
　前記キャップ本体には、前記一対の第一変形部において、前記キャップ本体の前記先端
が前記基端方向に窪む切り欠き部が形成されている請求項１または請求項２に記載の内視
鏡用キャップ。
【請求項７】
　前記キャップ本体は、前記一対の第一変形部が互いに離間するように弾性変形して、前
記押圧領域と前記非押圧領域とが近接して前記キャップ本体の前記先端の開口面積が狭く
なるように弾性変形した状態で、前記押圧領域に掛けられた外力が解除されたときに、前
記キャップ本体の前記先端が前記基端の形状に沿って開口した初期形状に復元する請求項
１から６のいずれかに記載の内視鏡用キャップ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡の先端部に装着される内視鏡用キャップに関する。本願は、２０１４
年７月３０日に、日本国に出願された特願２０１４－１５５２７５号に基づき優先権を主
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張し、その内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡で術部を観察しながら処置具等を用いて処置を行う際、内視鏡の視野の確保及び
処置を行う空間を確保するために、内視鏡の挿入部の先端に内視鏡用キャップが取付けら
れることがある。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、略円筒状のキャップ部を有し、キャップ部の基端を内視鏡の
挿入部の先端部に装着する内視鏡用フードが開示されている。特許文献１には、内視鏡用
フードのキャップ部の先端部の開口部を粘膜に押し付け、吸引装置で吸引することにより
、内視鏡用フード内を負圧にし、粘膜をキャップ部内に引き込む処置が開示されている。
特許文献１に開示された内視鏡用フードは、粘膜に押し付けられたときや、吸引したとき
に大きな変形が生じない程度の硬度を有している。
【０００４】
　内視鏡を利用して粘膜等の生体組織を切除する処置として、消化管の表面にできた病変
部を切除するために、病変部の外側の正常粘膜を全周切開した後に粘膜下層を剥離し、病
変部を切除する等の内視鏡的粘膜下層剥離術（Endoscopic　Submucosal　Dissection：Ｅ
ＳＤ）が知られている。ＥＳＤにおいて、キャップが設けられた内視鏡の先端部を切開さ
れた粘膜下層と筋層との間に潜り込ませ、この状態で高周波ナイフを用いて粘膜下層の切
開を進め、最終的に病変部を剥離する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】日本国特開２００２－４５３６９号公報
【特許文献２】日本国特開２０１０－２２５６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ＥＳＤにおいて粘膜下層を切開して筋層から剥離する際、粘膜下層の切開を開始した直
後は粘膜下層の切開面積が小さい。そのため、切開により筋層から分離された粘膜下層が
小さなひだ状になっており、特許文献１に開示された内視鏡用フードを切開された粘膜下
層と筋層との間に潜り込ませることが難しい。これに対し、例えば、特許文献２に開示の
内視鏡用処置具では、内視鏡の挿入部に装着されるフードと、フードに固定された略円筒
状のキャップと、キャップの外周に設けられた処置具を備え、処置具で粘膜を把持しなが
ら、キャップ内に配置された高周波ナイフによって粘膜の切開を行う処置が開示されてい
る。特許文献２に開示の内視鏡用処置具は、処置具でキャップの前方の粘膜を把持して、
キャップの先端側の開口を覆うように粘膜を引き上げるので、内視鏡の先端部を切開され
た粘膜下層と筋層との間に容易に進入させることができる。しかし、より簡易な構成で操
作が容易な構成へのニーズは高い。
【０００７】
　本発明は、内視鏡装置の遠位端を粘膜下層と筋層との間に潜り込ませる操作が行いやす
く、且つ、粘膜下層を挙上することができる内視鏡用キャップを提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の態様に係る内視鏡用キャップは、先端及び基端が開口し、前記先端から
前記基端まで連通する筒形状を有するキャップ本体と、前記キャップ本体の前記基端を内
視鏡の挿入部の先端に装着させる装着部と、前記キャップ本体の先端部における前記キャ
ップ本体の周方向の一部の領域であって、生体組織に対して押圧されることで外力が加わ
る押圧領域と、前記キャップ本体の前記先端部の周方向において前記押圧領域を挟み、前



(4) JP WO2016/017264 A1 2016.2.4

10

20

30

40

50

記押圧領域に外力が加わることに起因して、互いに離間するように弾性変形する一対の第
一変形部と、前記キャップ本体の前記周方向において前記一対の第一変形部を挟んで前記
押圧領域の反対側に位置する非押圧領域と、を備え、前記押圧領域は、前記一対の第一変
形部を境界として、前記非押圧領域よりも剛性が高く、前記キャップ本体は、前記押圧領
域に対して前記外力が加わることに伴い、前記一対の第一変形部が互いに離間するように
弾性変形し、前記押圧領域と前記非押圧領域とが近接して前記キャップ本体の前記先端の
開口面積が狭くなるように弾性変形する。
【０００９】
　本発明の第２の態様は、第１の態様に係る内視鏡用キャップにおいて、前記キャップ本
体は、前記一対の第一変形部を境界として前記押圧領域と前記非押圧領域とが剛性が異な
る材料で形成され、前記押圧領域は、前記非押圧領域より剛性が高い材料で形成されてい
てもよい。
【００１０】
　本発明の第３の態様は、第１の態様に係る内視鏡用キャップにおいて、前記キャップ本
体は、前記一対の第一変形部を境界として、前記押圧領域と前記非押圧領域とが異なる厚
さとなるように形成され、前記押圧領域の厚さが、前記非押圧領域の厚さより厚くてもよ
い。
【００１１】
　本発明の第４の態様は、第１または第２の態様に係る内視鏡用キャップにおいて前記キ
ャップ本体の前記一対の第一変形部は、厚さが薄くなるように凹部が形成されていてもよ
い。
【００１２】
　本発明の第５の態様は、第１または第２の態様に係る内視鏡用キャップにおいて、前記
一対の第一変形部のうちの少なくとも前記キャップ本体の前記先端部は、前記キャップ本
体の他の領域よりも剛性が低い材料で形成されていてもよい。
【００１３】
　本発明の第６の態様は、第１または第２の態様に係る内視鏡用キャップにおいて、前記
キャップ本体には、前記一対の第一変形部において、前記キャップ本体の前記先端が前記
基端方向に窪む切り欠き部が形成されていてもよい。
【００１４】
　本発明の第７の態様は、第１から第６のいずれかの態様に係る内視鏡用キャップにおい
て、前記キャップ本体は、前記一対の第一変形部が互いに離間するように弾性変形して、
前記押圧領域と前記非押圧領域とが近接して前記キャップ本体の前記先端の開口面積が狭
くなるように弾性変形した状態で、前記押圧領域に掛けられた外力が解除されたときに、
前記キャップ本体の前記先端が前記基端の形状に沿って開口した初期形状に復元してもよ
い。
【発明の効果】
【００１５】
　本内視鏡用キャップによれば、簡便な操作で、内視鏡装置の遠位端を粘膜下層と筋層と
の間に潜り込ませやすく、且つ、粘膜下層を挙上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１実施形態に係る内視鏡用キャップを示す斜視図である。
【図２】図１の内視鏡用キャップを先端側から視た正面図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る内視鏡用キャップの使用例を示す模式図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係る内視鏡用キャップが弾性変形する作用を示す模式図
である。
【図５】本発明の第１実施形態に係る内視鏡用キャップの使用例を示す模式図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係る内視鏡用キャップの使用例を示す模式図である。
【図７】本発明の第１実施形態に係る内視鏡用キャップの第１変形例を示す正面図である
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。
【図８】本発明の第１実施形態に係る内視鏡用キャップの第１変形例を示す斜視図である
。
【図９】本発明の第１実施形態に係る内視鏡用キャップの第２変形例を示す斜視図である
。
【図１０】本発明の第１実施形態に係る内視鏡用キャップの第３変形例を示す斜視図であ
る。
【図１１】本発明の第２実施形態に係る内視鏡用キャップを示す斜視図である。
【図１２】図１１の内視鏡用キャップの正面図である。
【図１３】本発明の第２実施形態に係る内視鏡用キャップの第１変形例を示す斜視図であ
る。
【図１４】本発明の第２実施形態に係る内視鏡用キャップの第２変形例を示す斜視図であ
る。
【図１５】本発明の第３実施形態に係る内視鏡用キャップを示す斜視図である。
【図１６】本発明の第３実施形態に係る内視鏡用キャップが変形する過程を示す模式図で
ある。
【図１７】本発明の第３実施形態に係る内視鏡用キャップが変形した状態を示す模式図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
［第１実施形態］
　本発明の第１実施形態に係る内視鏡用キャップについて説明する。図１は、本実施形態
に係る内視鏡用キャップ１を示す斜視図である。内視鏡用キャップ１は、基端開口部３１
（装着部）と、キャップ本体２と、先端開口部６１とを有し、先端６から基端３まで連通
する略円筒形状に形成されている。基端開口部３１は、キャップ本体２の基端３に形成さ
れている。本実施形態に係る内視鏡用キャップ１は、内視鏡（不図示）の内視鏡挿入部１
００の先端部に装着される。基端開口部３１は、内視鏡挿入部１００の先端部に公知の方
法により装着される。基端開口部３１を内視鏡挿入部１００に装着すると、先端開口部６
１が、内視鏡挿入部１００よりも遠位方向に突出する。
【００１８】
　キャップ本体２は、弾性変形可能な材料により形成されている。キャップ本体２は、自
然状態では図１に示すように先端開口部６１が円形となる略円筒形状を保つ。一方、キャ
ップ本体２は外力が加わることにより、押圧領域４と非押圧領域５との距離が小さくなり
、先端開口部６１の開口面積が狭くなるように弾性変形可能である。さらに、キャップ本
体２は、加えられた外力が解除されると、再び略円筒形状の初期形状に復元される。内視
鏡用キャップ１が弾性変形する態様の詳細は後述する。
【００１９】
　図２は、図１に示す内視鏡用キャップを先端側から見た正面図である。キャップ本体２
の周方向には、押圧領域４と、一対の第一変形部８と、非押圧領域５とが形成されている
。
【００２０】
　一対の第一変形部８は、キャップ本体２の先端部９（図１参照）の周方向において、押
圧領域４を挟む位置に設けられる。本変形例では、一対の第一変形部８は、キャップ本体
２の中心軸Ｌ１を含みキャップ本体２の径方向に延びる直線Ｌ２上に位置する。具体的に
は、一対の第一変形部８は、直線Ｌ２上の点Ｐ（以下、「第一弾性変形点Ｐ」と記載する
場合がある）を含む領域である。第一弾性変形点Ｐは、キャップ本体２をその径方向外側
に弾性変形させる基準点となる位置である。
【００２１】
　押圧領域４は、キャップ本体２の先端開口部６１のうち、キャップ本体２の周方向の一
部の領域である。押圧領域４は、キャップ本体２の周方向において、一対の第一変形部８
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の間に位置する。押圧領域４は、内視鏡挿入部１００に装着されて生体内に挿入された際
、生体組織に対して押圧されることで外力が加わる。非押圧領域５は、キャップ本体２の
周方向において一対の第一変形部８を挟んで押圧領域４の反対側に位置する。非押圧領域
５は、押圧領域４より剛性が低い材料で形成されている。
【００２２】
　キャップ本体２を構成する材料は、例えば、アクリルエラストマーである。本実施形態
のキャップ本体２は、公知の架橋処理を行い、非押圧領域５が押圧領域４より剛性が低く
なるようにアクリルエラストマーを架橋する。
【００２３】
　例えば、キャップ本体２において、非押圧領域５となる部分には、押圧領域４となる部
分に比べて相対的に少ない架橋剤を添加して電離放射線を照射することで架橋する。ある
いは、キャップ本体２の先端部の架橋剤の添加量を均一とし、非押圧領域５に照射する電
離放射線の線量を押圧領域４に比べて少なくすることにより、非押圧領域５の剛性が押圧
領域４の剛性より低くなるように形成することができる。
【００２４】
　本実施形態のキャップ本体２は、図２に示すように、先端開口部６１の中心軸Ｌ１と直
交する断面形状が略円形であるので、一対の第一変形部８はキャップ本体２の直径上に位
置する。すなわち、キャップ本体２の周方向において、一対の第一変形部８を境界として
二分された領域の一方が押圧領域４となり、他方が非押圧領域５となる。
【００２５】
　次に、図３から図６を参照して、本実施形態に係る内視鏡用キャップ１が弾性変形する
態様について説明する。本実施形態に係る内視鏡用キャップの使用例として、内視鏡用キ
ャップ１を内視鏡挿入部１００の先端部に備えた内視鏡（不図示）を用いて、ＥＳＤにお
いて粘膜下層２００を高周波ナイフ（不図示）で切開する処置を行う例を挙げて説明する
。
【００２６】
　ＥＳＤでは、消化管にできた病変部２０２を含む領域周辺の正常粘膜を全周切開してか
ら、その内側の病変部２０２を切除する。具体的には、内視鏡用キャップ１を装着した内
視鏡の内視鏡挿入部１００を、切開された正常粘膜の粘膜下層２００と筋層２０１との間
に進入させ、内視鏡用キャップ１の内部で、高周波ナイフ等の処置具を用いて粘膜下層２
００を筋層２０１から切り離すように切開を進める。
【００２７】
　まず、図３に示すように、全周切開部分の外周側から切開された正常粘膜の全周切開部
分の端部２００ａ近傍に、内視鏡用キャップ１の先端６を配置する。このとき、内視鏡用
キャップ１の押圧領域４が全周切開部分より外周側の粘膜２００ｂに当接するように配置
する。全周切開後の切開された粘膜下層２００の切開面積は小さい。そのため、切開され
た正常粘膜の端部２００ａと筋層２０１との間に内視鏡用キャップ１を挿入することが難
しい。しかし、本実施形態に係る内視鏡用キャップ１は、図５に示すように、押圧領域４
と非押圧領域５との距離が小さくなるようにキャップ本体２の先端部９が弾性変形可能で
あるため、粘膜下層２００と筋層２０１との間に内視鏡用キャップ１を容易に挿入するこ
とができる。
【００２８】
　ここで、図４を参照して、本発明において内視鏡用キャップの先端部９を弾性変形させ
る作用について説明する。図４は、内視鏡用キャップを弾性変形させる作用を説明するた
めの模式図である。本実施形態に係る内視鏡用キャップ１は、図１及び図２に示すように
、自然状態では先端開口部６１が略円形に開口している。押圧領域４が生体組織（粘膜下
層２００等）に接触した状態で、内視鏡挿入部１００を動かして内視鏡用キャップ１の先
端６を生体組織側に押圧すると、押圧領域４には外力（生体組織側からの反力）が加わる
。このとき、本実施形態に係る内視鏡用キャップ１の押圧領域４は、一対の第一変形部８
（第一弾性変形点Ｐ）を境界として、非押圧領域５よりも剛性が高い。したがって、キャ
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ップ本体２の先端部９の周方向において、第一変形部８が剛性の変化点となる。そのため
、押圧領域４が外力を受けると、まず、押圧領域４より剛性が小さくなる一対の第一変形
部８が弾性変形する。第一変形部８は、第一弾性変形点Ｐ上に形成され、且つ、キャップ
本体２は、押圧領域４と、非押圧領域５と、その間に位置する一対の第一変形部８とが連
続して設けられているので、第一変形部８は、キャップ本体２の径方向外側（図４に示す
矢印Ｂ方向）に向かって曲率半径が小さくなるように弾性変形する。すなわち、押圧領域
４が外力を受けると、一対の第一変形部８が互いに離間する方向に弾性変形する。これに
伴い、押圧領域４及び非押圧領域５は、それぞれの曲率半径が大きくなるように弾性変形
する。この状態で、内視鏡挿入部１００を生体組織側にさらに押すと、押圧領域４と非押
圧領域５とが接近して、キャップ本体２の先端６における、図４に示す矢印Ｃ方向の幅（
矢印Ｃ方向における先端開口部６１の開口幅）が小さくなる。この結果、図５に示すよう
に、キャップ本体２の先端部９を粘膜下層２００と筋層２０１との間に容易に潜り込ませ
ることができ、内視鏡挿入部１００を粘膜下層２００と筋層２０１との間に進入させるこ
とができる。また、押圧領域４への外力が加わらない状態となると、図６に示すように、
押圧領域４の復元力に追従して、一対の第一変形部８および非押圧領域５も初期形状に復
元しやすい。
【００２９】
　本実施形態では、押圧領域４は、一対の第一変形部８および非押圧領域５より剛性が高
くなるように形成されている。この結果、キャップ本体２の先端部９が所望の形状に弾性
変形しやすくなる。すなわち、押圧領域４に外力が加わることにより、一対の第一変形部
８が互いに離間し、一対の第一変形部８が径方向外側に向かって曲率半径が小さくなるよ
うに弾性変形する。このとき、非押圧領域５は、一対の第一変形部８を境界として押圧領
域４より剛性が低いので、一対の第一変形部８が離間する弾性変形に追従して、非押圧領
域５も曲率半径が大きくなるように図４の矢印Ｄ方向に容易に弾性変形し、非押圧領域５
が、押圧領域４に近付く。押圧領域４に引き続き外力が加わると、第一変形部８および非
押圧領域５の弾性変形に伴い、押圧領域４は曲率半径が大きくなるように弾性変形する。
この結果、押圧領域４と非押圧領域５との距離が容易に小さくなる。また、押圧領域４へ
の外力が加わらない状態となると、押圧領域４の復元力に追従して、一対の第一変形部８
および非押圧領域５も初期形状に復元しやすい。
【００３０】
　本実施形態に係る内視鏡用キャップの使用例の説明に戻る。図３に示すように、全周切
開部分の外周側、且つ切開された正常粘膜の全周切開部分の端部２００ａ近傍に、内視鏡
用キャップ１の先端６を配置した状態で、内視鏡挿入部１００を先端側に押して、内視鏡
用キャップ１の先端部９の押圧領域４を生体組織側に押圧する。この結果、図４を参照し
て説明した作用により、内視鏡用キャップ１の先端部９の形状が弾性変形する。内視鏡用
キャップ１の先端部９の形状を弾性変形させた状態で内視鏡挿入部１００を前進させると
、図５に示すように、粘膜下層２００と筋層２０１との間に内視鏡挿入部１００を進入さ
せることができる。
【００３１】
　続いて、内視鏡用キャップ１の先端６を、粘膜下層２００を切開すべき位置まで進入さ
せたら、内視鏡挿入部１００の生体組織側への押圧を解除する。これにより、押圧領域４
に外力が加わらない状態となる。キャップ本体２は、外力が加わると弾性変形可能であり
、且つ、外力が解除されると所定の湾曲形状に復元可能に構成されるため、図６に示すよ
うに、内視鏡用キャップ１は初期形状に復元する。また、非押圧領域５は、切開された粘
膜下層２００が接触しても、一定の形状を保持可能な程度の剛性を有している。加えて、
粘膜下層２００は非常に柔らかい組織であるため、図６に示す状態において、粘膜下層２
００が非押圧領域５に接触した場合でも、外力により非押圧領域５が弾性変形することは
ない。外力が解除されて内視鏡用キャップ１が初期形状に復元すると、非押圧領域５で切
開した粘膜下層２００を挙上することができる。このように、内視鏡用キャップ１は、内
視鏡による観察視野を確保し、且つ、高周波ナイフ等の処置具による処置対象部位の処置
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を行う際、切開された粘膜下層２００により処置を妨げることを防ぐことができ、円滑に
処置を行うことができる。内視鏡用キャップ１が初期形状に復元された後、内視鏡挿入部
１００の先端から高周波ナイフ等の処置具を突出させ、粘膜下層２００の切開を行う。
【００３２】
　本実施形態に係る内視鏡用キャップ１は、内視鏡挿入部１００を生体組織側に押圧する
という簡易な操作によって、内視鏡用キャップ１の先端部９を、押圧領域４と非押圧領域
５とが近接するように弾性変形させることができる。また、押圧領域４と非押圧領域５と
が近接するように弾性変形させた内視鏡用キャップ１が粘膜下層と筋層との間に配置され
た状態で、内視鏡挿入部１００の生体組織側への押圧を解除すると、粘膜下層を容易に挙
上できる。
【００３３】
　一対の第一変形部８を境界として非押圧領域５の剛性が押圧領域４の剛性より低いキャ
ップ本体２の構成は、上記実施形態のように、押圧領域４を形成する材料より剛性が低い
材料で非押圧領域５を形成する構成の他、例えば、以下の第１変形例のように押圧領域４
と、非押圧領域５とを同一材料で構成し、キャップ本体２の厚さを設定する構成が考えら
れる。
【００３４】
[第１実施形態に係る内視鏡用キャップの第１変形例]
　本実施形態に係る内視鏡用キャップ１の第１変形例を図７および図８に示す。図７は、
第１変形例の内視鏡用キャップ１ａを示す正面図である。図８は、第１変形例の内視鏡用
キャップ１ａを示す斜視図である。本変形例では、一対の第一変形部８を境界として非押
圧領域５の剛性を押圧領域４の剛性より低くするための構成が第１実施形態と異なる。
【００３５】
　本変形例における内視鏡用キャップ１ａは、図７に示すように、一対の第一変形部８を
境界として、押圧領域４の厚さが非押圧領域５の厚さより厚くなるように押圧領域４及び
非押圧領域５が形成されている。この結果、非押圧領域５の剛性は押圧領域４の剛性より
低くなる。この点で本変形例は、第１実施形態と相違する。図８に示すように、キャップ
本体２は、先端開口部６１から基端開口部３１の近傍まで、非押圧領域５は押圧領域４よ
り薄く形成されている。本変形例では、キャップ本体２の内周面において、一対の第一弾
性変形点Ｐの位置に段差が形成されている。このように、押圧領域４、非押圧領域５及び
一対の第一変形部が同じ材料からなり、非押圧領域５の厚さより押圧領域４の厚さを厚く
することにより、非押圧領域５の剛性を押圧領域４の剛性より低くする。本変形例に係る
内視鏡用キャップ１ａは、第１実施形態と同様の効果が得られる。なお、本変形例では、
キャップ本体２の内周面に段差が形成されるように押圧領域４の厚さを厚くする例を示し
たが、これに限定されない。例えば、押圧領域４は、キャップ本体２の外周面側に厚さが
厚くなる構成や、キャップ本体２の内面及び外面において押圧領域４の厚さを厚くする構
成等であってもよい。
【００３６】
[第１実施形態に係る内視鏡用キャップの第２変形例]
　本実施形態に係る内視鏡用キャップ１の第２変形例を図９に示す。本変形例では、キャ
ップ本体２の先端部９のみにおいて、押圧領域４の厚さを非押圧領域５より厚く形成して
いる。すなわち、キャップ本体２の先端部９のみに、他の領域より剛性が高い押圧領域４
を形成した例である。本変形例のキャップ本体２は、第１変形例と同じ材料からなる。本
変形例の内視鏡用キャップ１ｂによれば、キャップ本体２の先端部９のみに剛性が高い押
圧領域４が形成されるので、押圧領域４に外力が加わったときに、押圧領域４以外の領域
が容易に弾性変形する。そのため、内視鏡用キャップ１ａの先端開口部６１の開口面積を
容易に変動させることができ、操作性に優れる。また、本変形例に係る内視鏡用キャップ
１ｂは、第１実施形態と同様の効果が得られる。
【００３７】
[第１実施形態に係る内視鏡用キャップの第３変形例]
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　本実施形態に係る内視鏡用キャップ１の第３変形例を図１０に示す。本変形例では、押
圧領域４のうち、キャップ本体２の先端部９のみが、キャップ本体２の他の領域より剛性
が高い材料を用いて形成されている。すなわち、キャップ本体２の先端部９の押圧領域４
のみに、非押圧領域５より剛性が高い領域を形成した例である。本変形例のキャップ本体
２は、第１実施形態と同様の架橋処理により、先端部９の押圧領域４が非押圧領域５の剛
性よりも高くなるように形成する。
【００３８】
　本変形例の内視鏡用キャップ１ｃによれば、押圧領域４のうち、キャップ本体２の先端
部９のみに剛性が高い領域が形成されるので、押圧領域４に外力が加わったときに、押圧
領域４以外の領域が容易に弾性変形する。そのため、内視鏡用キャップ１ｃの先端開口部
６１の開口面積を容易に変動させることができ、操作性に優れる。また、本変形例に係る
内視鏡用キャップ１ｃは、第１実施形態と同様の効果が得られる。
【００３９】
［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態に係る内視鏡用キャップ１１について説明する。以降の説
明において、第１実施形態と共通する構成等については同一の符号を付して重複する説明
を省略する。図１１は、第２実施形態に係る内視鏡用キャップ１１を示す斜視図である。
図１２は、図１１に示す内視鏡用キャップ１１を先端側から見た正面図である。
【００４０】
　本実施形態では、一対の第一変形部８には、キャップ本体２０の内周面にキャップ本体
２の径方向に窪む凹部８１が形成されている。凹部８１は、キャップ本体２０の長さ方向
（中心軸Ｌ１方向）に先端６から基端３まで形成されている。本実施形態に係る内視鏡用
キャップ１１は、一対の第一変形部８に凹部８１が形成されているので、キャップ本体２
０の厚さが凹部８１において薄く、一対の第一変形部８の剛性は、押圧領域４の剛性より
低い。一対の第一変形部８は、押圧領域４の弾性変形に伴って、キャップ本体２０の径方
向外側（図１２に示す矢印Ａ方向）に向かって互いに離間するように弾性変形する。
【００４１】
　ここで、図４を参照して、本発明において内視鏡用キャップの先端部９を弾性変形させ
る作用について説明する。本実施形態に係る内視鏡用キャップ１１は、図１１及び図１２
に示すように、自然状態では先端開口部６１が略円形に開口している。押圧領域４が生体
組織に接触した状態で、内視鏡挿入部１００を動かして内視鏡用キャップ１１の先端６を
生体組織側に押圧すると、押圧領域４には外力（生体組織側からの反力）が加わる。この
とき、本実施形態に係る内視鏡用キャップ１１では、一対の第一変形部８に、キャップ本
体２の内周面にキャップ本体２の径方向に窪む凹部８１が形成されている。すなわち、キ
ャップ本体２の周方向において、凹部８１が最も剛性が低い。そのため、押圧領域４が外
力を受けると、まず、一対の第一変形部８がキャップ本体２の径方向外側（図４に示す矢
印Ｂ方向）に向かって曲率半径が小さくなるように弾性変形する。すなわち、一対の第一
変形部８が互いに離間する方向に弾性変形する。これに伴い、押圧領域４及び非押圧領域
５は、それぞれ一対の第一変形部８側に引っ張られ、それぞれの曲率半径が大きくなるよ
うに弾性変形する。この状態で、内視鏡挿入部１００を生体組織側にさらに押すと、押圧
領域４と非押圧領域５とが接近して、キャップ本体２の先端６における、図４に示す矢印
Ｃ方向の幅（矢印Ｃ方向における先端開口部６１の開口幅）が小さくなる。この結果、第
１実施形態と同様に、キャップ本体２０の先端部９を粘膜下層２００と筋層２０１との間
に容易に潜り込ませることができ、内視鏡挿入部１００を粘膜下層２００と筋層２０１と
の間に進入させることができる。また、押圧領域４への外力が加わらない状態となると、
押圧領域４の復元力に追従して、一対の第一変形部８および非押圧領域５も初期形状に復
元しやすい。
【００４２】
　つまり、第１実施形態では、キャップ本体２０は、一対の第一変形部８を境界として非
押圧領域５の剛性が押圧領域４の剛性よりも小さくなるように構成した。本実施形態では
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、一対の第一変形部８の剛性も押圧領域４の剛性よりも小さくなるように構成している点
で第１実施形態と相違する。本実施形態に係る内視鏡用キャップ１１は、少なくとも一対
の第一変形部８の剛性が押圧領域４の剛性よりも小さくなるように設定することにより、
一対の第一変形部８をキャップ本体２０の径方向外側に互いに離間する方向に弾性変形さ
せ易い構成を有する。この結果、内視鏡挿入部１００を生体組織側に押圧するという簡易
な操作によって、内視鏡用キャップ１１の先端部９を、押圧領域４と非押圧領域５とが近
接するように弾性変形させることができる。本実施形態に係る内視鏡用キャップ１１は、
第１実施形態と同様の効果が得られる。
【００４３】
　本実施形態では、一対の第一変形部８は、キャップ本体２０の長さ方向（中心軸Ｌ１方
向）に先端６から基端３まで延びる凹部８１を形成して湾曲させる構成としたが、キャッ
プ本体２０は、少なくとも先端部９に、押圧領域４と、一対の第一変形部８と、非押圧領
域５とを有する構成であればよい。すなわち、少なくとも先端部９において、弾性変形し
て先端の開口面積を小さくすることが可能であればよい。加えて、基端３側を弾性変形し
難い構成とすると、内視鏡用キャップ１１に加わる外力が解除された後に、容易に初期形
状に復元することができる。
【００４４】
　一対の第一変形部８の凹部８１は、本実施形態のように、キャップ本体２０の内周面に
形成される例の他、キャップ本体２０の外周面に形成される構成であってもよい。キャッ
プ本体２０の外周面に凹部８１が形成される場合、第一変形部８がキャップ本体２の径方
向外側に湾曲しやすく、且つ、内視鏡用キャップ１の製造時に凹部８１の形成が容易であ
る。また、本実施形態では、凹部８１は、キャップ本体２０の長尺方向に先端から基端ま
で形成されている構成としたが、凹部８１は、少なくとも先端部９に形成されていればよ
い。
【００４５】
[第２実施形態に係る内視鏡用キャップの第１変形例]
　本実施形態に係る内視鏡用キャップ１１の第１変形例を図１３に示す。本変形例の内視
鏡用キャップ１１ａは、第２実施形態における一対の第一変形部８と構成が異なる。第２
実施形態では、一対の第一変形部８を形成する材料に凹部８１を形成することにより、一
対の第一変形部８の剛性が押圧領域４より低くなるように構成した。本変形例では、凹部
８１は形成せず、押圧領域４を形成する材料より剛性が低い材料で第一変形部８ａが形成
されている。一対の第一変形部８ａは、キャップ本体２０のうち、第一弾性変形点Ｐを含
み、キャップ本体２０の長さ方向（中心軸Ｌ１方向）に先端６から基端３まで延びる一対
の領域が、他の領域（押圧領域４及び非押圧領域５）よりも剛性の低い材料で形成されて
いる。その他の構成は、第２実施形態に係る内視鏡用キャップ１１と同様である。本変形
例に係る内視鏡用キャップ１１ａは、第２実施形態と同様の効果が得られる。
【００４６】
　本変形例では、一対の第一変形部８ａを、キャップ本体２の先端６から基端３まで設け
た例を示した。しかし、一対の第一変形部８ａは、少なくとも先端部９側に形成されてい
ればよい。例えば、キャップ本体２の中心軸Ｌ１方向における略中間部から先端開口部６
１までが他の領域より剛性が低い材料からなる構成であってもよい。
【００４７】
[第２実施形態に係る内視鏡用キャップの第２変形例]
　本実施形態に係る内視鏡用キャップ１１の第２変形例を図１４に示す。本変形例の内視
鏡用キャップ１１ｂでは、第２実施形態の凹部８１を有する第一変形部８に代えて、第一
変形部８ｂにキャップ本体２の先端開口部６１に切り欠き部１０が形成されている。切り
欠き部１０は、先端部９にのみ形成されている。さらに、切り欠き部１０は、キャップ本
体２０の周方向の位置は第一弾性変形点Ｐを含む位置であり、キャップ本体２０の中心軸
Ｌ１方向に先端６から基端３に向かって延びるように先端開口部６１が切り欠かれて形成
されている。切り欠き部１０は、内視鏡用キャップ１１ｂを側面から見たときに、先端開
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口部６１から、切り欠き部１０の最も深い部分（基端側の部分）に向かって曲面が形成さ
れている。
【００４８】
　上述の通り、押圧領域４が押圧される際、生体組織に対する内視鏡用キャップ１１の傾
き（生体組織に対する内視鏡用挿入部１００の傾き）を大きくすることにより、キャップ
本体２０の先端部９を湾曲させる。押圧領域４に外力が加わったとき、キャップ本体２０
の先端６において切り欠き部１０は、キャップ本体２０に加わる外力の方向に対する剛性
が他の領域より低い。そのため、第一変形部８ｂで湾曲しやすい構成を有する。本変形例
に係る内視鏡用キャップ１１ｂは、第２実施形態と同様の効果が得られる。
【００４９】
　本実施形態に係る内視鏡用キャップ１１は、一対の第一変形部８に、凹部８１を備える
構成に加えて、第１変形例のように、第一変形部８の領域を他の領域に比べて剛性の低い
材料とする構成を組み合わせてもよい。同様に、本実施形態の第２変形例においても、一
対の第一変形部８の領域を他の領域に比べて剛性の低い材料とする第２変形例の構成を組
み合わせてもよい。
【００５０】
［第３実施形態］
　次に、図１５から図１７を参照して、本発明の第３実施形態に係る内視鏡用キャップ１
２について説明する。図１５は、本実施形態に係る内視鏡用キャップ１２の概要を示す斜
視図である。本実施形態は、押圧領域の先端に押圧領域側突出部を備え、非押圧領域の先
端に非押圧領域側突出部をさらに備える点で第１、第２実施形態と相違する。以降の説明
において、第１、第２実施形態と共通する構成等については同一の符号を付して重複する
説明を省略する。
【００５１】
　本実施形態に係る内視鏡用キャップ１２は、基端開口部３１（装着部）と、キャップ本
体２１と、先端開口部６１と、押圧領域側突出部７１と、非押圧領域側突出部７２とを有
する。本実施形態に係る内視鏡用キャップ１２は、先端６から基端３まで連通する略円筒
形状に形成されている。
【００５２】
　先端開口部６１は、基端開口部３１から内視鏡挿入部１００よりも遠位方向に突出する
ように延出して設けられている。押圧領域側突出部７１は、先端開口部６１における押圧
領域４からキャップ本体２１の遠位方向（図１５に示す矢印Ｅ方向）に延出して設けられ
る。非押圧領域側突出部７２は、先端開口部６１における非押圧領域５からキャップ本体
２１の遠位方向（図１５に示す矢印Ｅ方向）に延出して設けられている。押圧領域側突出
部７１及び非押圧領域側突出部７２は、キャップ本体２１の円筒形状に沿うようにそれぞ
れ円弧状に湾曲した形状を有する。押圧領域側突出部７１と非押圧領域側突出部７２とは
互いに対向する位置に設けられている。
【００５３】
　つまり、本実施形態に係る内視鏡用キャップ１２は、第１実施形態及び第２実施形態に
係る内視鏡用キャップ１、１１の先端にさらに押圧領域側突出部７１及び非押圧領域側突
出部７２を形成し、第１実施形態及び第２実施形態に係る内視鏡用キャップ１、１１の先
端開口部６１の開口面積が小さくなるような弾性変形を円滑に実現させるための補助部材
である。
【００５４】
　キャップ本体２１は、弾性変形可能な同一材料により形成されている。キャップ本体２
１は、自然状態ではキャップ本体２１の中心軸Ｌ１に直交する断面における先端開口部６
１の断面形状が円形となる略円筒形状を保つ。一方、キャップ本体２１は外力が加わると
、押圧領域４と非押圧領域５との距離が小さくなるように弾性変形可能であり、付加され
た外力が解除されると、再び略円筒形状の初期形状に復元される。
【００５５】
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　図１５から図１７を参照して、本実施形態に係る内視鏡用キャップ１２の先端部９を弾
性変形させる作用について説明する。図１５は、本実施形態に係る内視鏡用キャップ１２
の初期形状を示す斜視図である。本実施形態に係る内視鏡用キャップ１２は、図１５に示
すように、自然状態では先端開口部６１が略円形に開口している。
【００５６】
　押圧領域４が生体組織に接触した状態で、内視鏡挿入部１００を動かして内視鏡用キャ
ップ１２の押圧領域側突出部７１を生体組織側に押圧すると、押圧領域側突出部７１には
外力（生体組織側からの反力）が加わる。押圧領域側突出部７１に外力が加わると、図１
６に示すように、押圧領域側突出部７１は、キャップ本体２１の中心軸Ｌ１に対して交差
する方向に折れ曲がり、押圧領域側突出部７１の先端部７１ａに折れ線部７１ｂが形成さ
れる。
【００５７】
　押圧領域側突出部７１の折れ線部７１ｂより先端部７１ａ側の領域７１ｃは、湾曲形状
から平坦形状に弾性変形する。押圧領域側突出部７１の平坦形状に弾性変形した領域７１
ｃは、その外周面が生体組織に当接する。この状態で、内視鏡用キャップ１２の先端部９
の押圧領域４を生体組織側に押圧する。具体的には、平坦形状の押圧領域側突出部７１を
生体組織に接触させた状態で、内視鏡挿入部１００を生体組織側にさらに押す。
【００５８】
　この結果、折れ線部７１ｂが先端開口部６１の第一弾性変形点Ｐに位置し、押圧領域側
突出部７１が弾性変形する。つまり、押圧領域側突出部７１全体が平坦形状となるように
弾性変形する。このとき、本実施形態に係る内視鏡用キャップ１２は、図４を参照して説
明した作用により、一対の第一変形部８がキャップ本体２１の径方向外側（図１７に示す
矢印Ｆ方向）に向かって曲率半径が小さくなるように弾性変形する。すなわち、一対の第
一変形部８が互いに離間する方向に弾性変形する。
【００５９】
　一対の第一変形部８の弾性変形に伴い、押圧領域４と、非押圧領域５と、非押圧領域側
突出部７２とは、それぞれの円弧形状が広がり平坦形状に弾性変形する。この状態では、
押圧領域４と非押圧領域５とが接近し、且つ、押圧領域側突出部７１と非押圧領域側突出
部７２が接近して、キャップ本体２の先端開口部６１の開口幅が小さくなる。
【００６０】
　この結果、第１実施形態と同様に、キャップ本体２１の先端部９を粘膜下層２００と筋
層２０１との間に容易に潜り込ませることができ、内視鏡挿入部１００を粘膜下層２００
と筋層２０１との間に進入させることができる。また、押圧領域４への外力が加わらない
状態となると、押圧領域４及び非押圧領域５の復元力に追従して、一対の第一変形部８と
、押圧領域側突出部７１と非押圧領域側突出部７２とが初期形状に復元する。そして、非
押圧領域側突出部７２及び非押圧領域５が、切開された粘膜下層２００を挙上することが
できる。したがって、第１実施形態と同様に、内視鏡による観察視野を確保し、且つ、高
周波ナイフ等の処置具による処置対象部位の処置を行う際、切開された粘膜下層２００が
処置を妨げることを防ぐことができる。
【００６１】
　本実施形態に係る内視鏡用キャップ１２は、生体組織側に押圧されたときに、押圧領域
４よりも先に押圧領域側突出部７１を弾性変形させる構成であり、押圧領域側突出部７１
は、一対の第一変形部８を径方向外側に弾性変形させるためのガイドとして機能する。
【００６２】
　本実施形態に係る内視鏡用キャップ１２は、押圧領域側突出部７１及び非押圧領域側突
出部７２が、それぞれ平坦形状となり互いに近接するように弾性変形可能である。そのた
め、内視鏡用キャップ１２の先端部を略平板状に形成することができ、粘膜下層２００の
端部２００ａと筋層２０１との間に内視鏡用キャップ１２を侵入させやすい。
【００６３】
　本実施形態では、キャップ本体２１は同一の材料で形成される例を示した。しかし、上
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述の通り、押圧領域側突出部７１及び非押圧領域側突出部７２は、キャップ本体２１の先
端部９をより円滑に弾性変形させるために設けられている。そのため、キャップ本体２１
の構成は本実施形態の構成に限定されず、例えば、第１実施形態、第２実施形態に係るキ
ャップ本体２の先端部９に押圧領域側突出部７１及び非押圧領域側突出部７２を設ける構
成でもよい。
【００６４】
　上記実施形態では、キャップ本体をアクリルエラストマーで形成する例を示した。しか
し、キャップ本体を形成する材料はこれに限定されず、内視鏡用キャップに用いられる公
知の軟性材料を用いることができる。また、上記実施形態では、架橋処理により非押圧領
域５の剛性が押圧領域４の剛性に比べて小さくする例、及び、押圧領域４の厚みを非押圧
領域５より厚くする例を示した。しかし、非押圧領域５の剛性を押圧領域４の剛性より小
さくする手段はこれに限定されず、相対的に剛性が異なる材料を組み合わせて非押圧領域
５及び押圧領域４を形成することも可能である。
【００６５】
　上記実施形態では、一対の第一変形部８は、キャップ本体２の中心軸Ｌ１を含みキャッ
プ本体２の径方向に延びる直線Ｌ２上に位置する第一弾性変形点Ｐを含む位置に配される
例を示したが、これに限定されるものではない。一対の第一変形部は、キャップ本体２の
先端部９の周方向において、キャップ本体２の直径に平行な直線上に位置し、押圧領域４
を挟む位置に設けられる構成でもよい。例えば、中心軸Ｌ１と押圧領域４との間、または
中心軸Ｌ１と非押圧領域５との間であって直線Ｌ２と平行な直線上に一対の第一変形部が
位置する構成でもよい。
【００６６】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はこの実施
形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。
　また、上述の各実施形態及び各変形例において示した構成要素は適宜に組み合わせて構
成することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　内視鏡装置の遠位端を粘膜下層と筋層との間に潜り込ませる操作が行いやすく、且つ、
粘膜下層を挙上することができる内視鏡用キャップを提供できる。
【符号の説明】
【００６８】
１　内視鏡用キャップ
２　キャップ本体
４　押圧領域
８　第一変形部
５　非押圧領域
６　先端
７　基端
３１　基端開口部（装着部）
８１　凹部
１００　内視鏡挿入部
９　先端部
Ｌ１　中心軸
１０　切り欠き部
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】

【手続補正書】
【提出日】平成28年4月22日(2016.4.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端及び基端が開口し、前記先端から前記基端まで連通する筒形状を有するキャップ本
体と、
　前記キャップ本体の前記基端を内視鏡の挿入部の先端に装着させる装着部と、
　前記キャップ本体の先端部に形成され、周方向に離れた位置に設けられた一対の第一変
形部と、
　前記キャップ本体の先端部の周方向に延び、生体組織から押圧されることで外力が加わ
る外周面を含み、所定の剛性で前記一対の第一変形部の一方から他方まで形成された第一
領域と、
　前記キャップ本体の先端部の周方向に延び、前記第一領域に対向する位置に配され、前
記第一領域より低い剛性で前記一対の第一変形部の一方から他方まで形成された第二領域
と、を備える内視鏡用キャップ。
【請求項２】
　前記キャップ本体は、前記一対の第一変形部を境界として前記第一領域と前記第二領域
とが剛性が異なる材料で形成され、
　前記第一領域は、前記第二領域より剛性が高い材料で形成されている請求項１に記載の
内視鏡用キャップ。
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【請求項３】
　前記キャップ本体は、前記一対の第一変形部を境界として、前記第一領域と前記第二領
域とが異なる厚さとなるように形成され、
　前記第一領域の厚さが、前記第二領域の厚さより厚い請求項１に記載の内視鏡用キャッ
プ。
【請求項４】
　前記キャップ本体の前記一対の第一変形部には、厚さが薄くなるように凹部が形成され
ている請求項１に記載の内視鏡用キャップ。
【請求項５】
　前記一対の第一変形部は、前記キャップ本体の他の領域よりも剛性が低い材料で形成さ
れている請求項１に記載の内視鏡用キャップ。
【請求項６】
　前記キャップ本体には、前記一対の第一変形部において、前記キャップ本体の前記先端
が前記基端方向に窪む切り欠き部が形成されている請求項１に記載の内視鏡用キャップ。
【請求項７】
　前記キャップ本体は、前記一対の第一変形部が互いに離間するように弾性変形して、前
記第一領域と前記第二領域とが近接して前記キャップ本体の前記先端の開口面積が狭くな
るように弾性変形した状態で、前記第一領域に掛けられた外力が解除されたときに、前記
キャップ本体の前記先端が前記基端の形状に沿って開口した初期形状に復元する請求項１
に記載の内視鏡用キャップ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明の第１の態様に係る内視鏡用キャップは、先端及び基端が開口し、前記先端から
前記基端まで連通する筒形状を有するキャップ本体と、前記キャップ本体の前記基端を内
視鏡の挿入部の先端に装着させる装着部と、前記キャップ本体の先端部に形成され、周方
向に離れた位置に設けられた一対の第一変形部と、前記キャップ本体の先端部の周方向に
延び、生体組織から押圧されることで外力が加わる外周面を含み、所定の剛性で前記一対
の第一変形部の一方から他方まで形成された第一領域と、前記キャップ本体の先端部の周
方向に延び、前記第一領域に対向する位置に配され、前記第一領域より低い剛性で前記一
対の第一変形部の一方から他方まで形成された第二領域と、を備える。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の第２の態様は、第１の態様に係る内視鏡用キャップにおいて、前記キャップ本
体は、前記一対の第一変形部を境界として前記第一領域と前記第二領域とが剛性が異なる
材料で形成され、前記第一領域は、前記第二領域より剛性が高い材料で形成されていても
よい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
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　本発明の第３の態様は、第１の態様に係る内視鏡用キャップにおいて、前記キャップ本
体には、前記一対の第一変形部を境界として、前記第一領域と前記第二領域とが異なる厚
さとなるように形成され、前記第一領域の厚さが、前記第二領域の厚さより厚くてもよい
。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の第４の態様は、第１の態様に係る内視鏡用キャップにおいて前記キャップ本体
の前記一対の第一変形部は、厚さが薄くなるように凹部が形成されていてもよい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明の第５の態様は、前記一対の第一変形部は、前記キャップ本体の他の領域よりも
剛性が低い材料で形成されていてもよい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明の第６の態様は、第１の態様に係る内視鏡用キャップにおいて、前記キャップ本
体には、前記一対の第一変形部において、前記キャップ本体の前記先端が前記基端方向に
窪む切り欠き部が形成されていてもよい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の第７の態様は、第１の態様に係る内視鏡用キャップにおいて、前記キャップ本
体は、前記一対の第一変形部が互いに離間するように弾性変形して、前記第一領域と前記
第二領域とが近接して前記キャップ本体の前記先端の開口面積が狭くなるように弾性変形
した状態で、前記第一領域に掛けられた外力が解除されたときに、前記キャップ本体の前
記先端が前記基端の形状に沿って開口した初期形状に復元してもよい。
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